
新潟市住宅用太陽光発電システム設置・省エネ改修支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，環境先進都市の実現に向けて，市民との協働により家庭部門におけ

る二酸化炭素排出量を削減するとともに，市民一人ひとりの省エネルギー行動の意識の

醸成に寄与することを目的として，対象住宅において,対象システムを設置し，これに併

せて省エネ改修工事を行う者に，これらに要する費用の一部を補助する新潟市住宅用太

陽光発電システム設置・省エネ改修支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付に

関し，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号），

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号），

平成２１年度地域環境保全対策費等補助金（地域グリーンニューディール基金）交付要

綱（平成２１年７月１０日付け環政計発第０９０７１０００２号），地域グリーンニュー

ディール基金事業の実施について（平成２１年７月１０日付け環政計発第０９０７１０

００２号）別紙「地域グリーンニューディール基金事業実施要領」及び新潟市補助金等

交付規則（平成１６年新潟市規則第１９号）に定めるもののほか，必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「対象システム」とは，次に掲げる要件に適合する太陽光発電

システムをいう。 

（１） 住宅の屋根等への設置に適した，低圧配電線と逆潮流有りで連系する太陽光発

電システムであること。 

（２） 連系していないものであること。 

（３） 発電量の累計を表示できる機能を備えたものであること。 

（４） 太陽電池モジュールが財団法人電気安全環境研究所その他の中立かつ公正な第

三者機関による認証を受け，その性能及び安全性に対する高い信頼性が実証されたも

のであること。 



２ この要綱において「対象住宅」とは，次に掲げる要件に適合する住宅をいう。 

（１） 市内において現に存する一戸建ての住宅であること。 

（２） 補助金の交付を受けようとする者が自ら居住し，又は居住しようとする住宅で

あること。 

（３） 補助金の交付を受けようとする者又はその者と生計を一にする者が所有する住

宅であること。 

（４） 住宅の一部を店舗，事業所その他の住居以外の用途と併用する住宅（以下「店

舗等併用住宅」という。）にあっては，住居として使用する部分（以下「住居部分」

という。）の床面積が延べ面積の２分の１以上であること。 

３ この要綱において「省エネ改修工事」とは，別表第１に掲げる工事をいう。 

（対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は，次に掲げる要件に該当する者とする。 

（１） 対象住宅において，対象システムを設置し，これに併せて省エネ改修工事のい

ずれか１以上を行う者 

（２） 市内に居住し，又は居住しようとする者 

（３） 市税を滞納していない者 

（４） 補助金又は新潟市住宅用太陽光発電システム設置支援事業補助金交付要綱（平

成２１年４月１日制定）に基づく新潟市住宅用太陽光発電システム設置支援事業補助

金を受けたことがない者 

（５） 自ら電力会社と電力受給契約を結ぶ者 

（６） 市長に対して対象システム（ガスエンジン給湯器を設置する者にあっては，こ

れを含む。第１５条第１項において同じ。）の発電量，売電量，買電量その他市長が

必要と認めるデータ（断熱改修工事を行う者にあっては，断熱改修の効果を測定した

データを含む。）を提供できる者 

（７） 対象システム及び対象システムを設置した対象住宅を，当該対象システムの設



置および省エネ改修工事が完了した日から起算して１０年間，適切に維持管理をする

ことできる者 

（８） 対象住宅に設置した別表第２左欄に掲げる機器を，当該機器の設置に係る工事

が完了した日から起算して，当該機器ごとに，同表右欄に定める耐用年数の間，適切

に維持管理をすることができる者 

（対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は，別表第１及び別表第３に定めるとおりとする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は，別表第１及び別表第３に定めるとおりとする。ただし，対象シス

テム及び省エネ改修工事に係る補助金の額の合計が，当該対象システム及び省エネ改修

工事に係る前条に規定する対象経費の合計から別表第４の左欄に掲げる工事の種別に応

じ，同表の右欄に定める控除額の合計を控除して得た額に３分の１を乗じて得た額を超

える場合は，当該３分の１を乗じて得た額とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は，これを切り

捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は，補助金交付申請書に，次に掲げる書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

（１） 工事請負契約書その他の工事契約関係が確認できる書類及び工事費の内訳が確

認できる書類の写し 

（２） 対象システムの形状，規格等が確認できるカタログ，仕様書等の写し 

（３） 対象システムを設置する対象住宅及び屋根，屋上その他の対象システムを設置

する場所の現況を示す写真（申請の日前２週間以内に撮影された写真に限る。） 

（４） 対象システムを設置する対象住宅に補助金の交付を受けようとする者以外の所

有者がいる場合は，当該所有者の承諾書 



（５） 店舗等併用住宅に対象システムを設置する場合は，住居部分及びそれ以外の部

分の床面積を確認できる平面図 

（６） 別表第５の左欄に掲げる省エネ改修工事に応じ，同表の右欄に定める書類 

（７） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は，前条の規定により申請があった場合において，補助金の交付を決定した

とき，又は補助金を交付しない旨を決定したときは，その旨を補助金交付（不交付）決

定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。 

２ 市長は，予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。 

 （工事の着手） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者は，前条第１項に規定する通知書が発行される

日前に，対象システムの設置工事及び省エネ改修工事に着手してはならない。 

（交付申請の内容の変更等） 

第９条 第７条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定を受

けた者」という。）は，その申請の内容を変更し，又は中止しようとする場合は，あらか

じめ市長の承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認を受けようとする者は，計画（変更・中止）承認申請書を提出しなければ

ならない。この場合においてその申請の内容を変更しようとするときは，次に掲げる書

類を添付しなければならない。 

（１） 変更後の工事請負契約書その他，工事契約関係が確認できる書類の写し及び変

更後の工事費の内訳が確認できる書類 

（２） 変更後の対象システムの形状，規格等又は省エネ改修工事に係る機器等の仕様

を確認できるカタログ，仕様書等の写し 

（３） 断熱改修工事に係る変更の場合は，断熱改修工事の対象及び内容の変更を示す

図面 



（４） その他市長が必要と認める書類 

３ 市長は，前項の規定により申請があった場合において，変更の承認を決定したとき，

又は中止の承認を決定したときは，その旨を計画（変更・中止）承認（不承認）通知書

により当該申請をした者に通知するものとする。 

４ 市長は，第１項の承認による補助金の増額は，これを行わない。 

（実績報告） 

第１０条 交付決定を受けた者は，補助金の交付の決定を受けた年度の３月３１日までの

日に，実績報告書に，次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

（１） 対象システムを設置した状況が分かる写真 

（２） 対象システムの設置工事に要した費用の領収書及び内訳書の写し 

（３） 交付決定を受けた者と電力会社との電力受給契約確認書の写し 

（４） 対象システムを設置した対象住宅に転居した交付決定を受けた者にあっては，

その住民票の写しその他の当該対象住宅に居住することを示す書類 

（５） 別表第６の左欄に掲げる省エネ改修工事に応じ，同表の右欄に定める書類 

（６） その他市長が必要と認める書類 

（手続の委任） 

第１１条 補助金の交付を受けようとする者又は交付決定を受けた者は，第６条及び第９

条第２項の規定による申請及び第１０条の規定による実績報告の手続を第三者に委任す

ることができる。 

２ 補助金の交付を受けようとする者又は交付決定を受けた者は，前項の規定による委任

をする場合は，委任状を市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付） 

第１２条 市長は，第１０条の規定により実績報告を受けた場合は，交付すべき補助金の

額を確定し，その旨を補助金交付額確定通知書により交付決定を受けた者に通知し，補

助金を交付するものとする。 



（補助金の交付決定の取消し） 

第１３条 市長は，交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は，

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他の不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

（２） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（３） その他この要綱の規定に違反したとき。 

２ 市長は，前項の規定による取消しをした場合は，補助金交付決定取消通知書により交

付決定を受けた者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は，前条第１項の規定による取消しをした場合において，既に補助金が交

付されているときは，交付決定を受けた者に，補助金返還命令書により期間を定めてそ

の返還を命ずることができる。 

（運転状況等の報告） 

第１５条 補助金の交付を受けた者は，第１０条の実績報告書を提出した月の翌月から１

年間，対象システムの運転の状況を市長に報告しなければならない。 

２ 市長は，補助金の交付を受けた者にアンケート，調査その他の協力を求めることがで

きる。 

 （目的外使用等） 

第１６条 対象システム及び対象システムを設置した対象住宅を，当該対象システムの設

置工事が完了した日から起算して１０年間，補助金の交付の目的以外の目的に使用し，

譲渡し，又は貸付けてはならない。 

２ 対象住宅に設置した別表第２に掲げる機器を，当該機器の設置に係る工事が完了した

日から起算して，当該機器ごとに，同表右欄に定める耐用年数の間，補助金の交付の目

的以外の目的に使用し，譲渡し，又は貸付けてはならない。 

（その他） 



第１７条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市長が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，平成２１年１１月４日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は，平成２４年３月３１日限り，その効力を失う。 

３ 第１３条から第１５条までの規定は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する日後も，

その効力を有する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は，平成２２年１０月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

 この要綱は，平成２３年５月２日から施行する。 

 

 



別表第１（第２条，第４条，第５条関係） 

省エネ改修工事 

区分 要件 

対象経費 補助金の額 

断熱改修工

事 

市長が別に定める要件に適

合する工事であること。 

サッシ，断熱材等断熱改修

に必要な部材，壁・床・天

井等のうち断熱材を充填す

る部分（以下「断熱材を充

填する部分」という。）の下

地材及び仕上材に係る経

費，サッシ取付け工事に係

る経費，断熱材充填工事に

係る経費，サッシを取付け

る部分及び断熱材を充填す

る部分の解体撤去工事に係

る経費，サッシを取付ける

部分及び断熱材を充填する

部分の復旧工事に係る経費 

対象経費の合

計に３分の１

を乗じて得た

額（この額が,

２５万円を超

える場合は，

２５万円） 

ＣＯ２冷媒

ヒートポン

プ給湯器設

置工事 

対象住宅に既に設置されて

いる給湯器を，ＣＯ２冷媒ヒ

ートポンプ給湯器（次の各号

に掲げる要件に適合する給

湯器をいう。）に取り替える

工事（未使用品を購入し設置

するものに限る。）であるこ 

ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給

湯器本体にかかる機器購入

費用 

４１，０００

円 



 と。ただし，既に設置されて

いる給湯器がＣＯ２冷媒ヒー

トポンプ給湯器である場合

を除く。 

（１）ＣＯ２冷媒を使用する

ものであること。 

（２）年間給湯効率が３．１

（寒冷地向けタイプ，塩害

地向けタイプ，２缶タイ

プ，内蔵缶体角型１缶タイ

プ，タンク容量２００リッ

トル以下の小容量タイプ，

多機能型，一体型は２．７）

以上であること。 

  

潜熱回収型

給湯器設置

工事 

 

 

 

 

 

 

対象住宅に既に設置されて

いる給湯器を，潜熱回収型給

湯器（次の各号に掲げる要件

に適合する給湯器をいう。）

に取り替える工事（未使用品

を購入し設置するものに限

る。）であること。ただし，

既に設置されている給湯器

が潜熱回収型給湯器である

場合を除く。 

潜熱回収型給湯器本体にか

かる機器購入費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

１台当たり１

７，０００円

（対象経費が

１台当たり１

２６，０００

円未満の場合

は対象経費か

ら１０９，０

００円を控除

した額） 



 （１）潜熱を回収するための

熱交換機を備えているこ

と。 

（２）給湯熱効率が９０％以

上であること 

  

ガスエンジ

ン給湯器設

置工事 

 

対象住宅に既に設置されて

いる給湯器を，ガスエンジン

給湯器（次の各号に掲げる要

件に適合する給湯器をい

う。）に取り替える工事（未

使用品を購入し設置するも

のに限る。）であること。た

だし，既に設置されている給

湯器がガスエンジン給湯器

である場合を除く。 

（１）ガスエンジンユニット

及び貯湯ユニットから構

成されている熱の供給を

主目的としたシステムで

あること。 

（２）ガスエンジンユニット

の総合効率が低位発熱量

基準で８０％以上である

こと。 

ガスエンジン給湯器本体に

かかる機器購入費用 

８６，０００

円（対象経費

が３７１，９

００円未満の

機器について

は，対象経費

から２８５，

９００円を控

除した額） 



 （３）貯湯ユニットはガスエ

ンジンユニットの廃熱を

吸収できる貯湯槽である

こと。 

（４）熱出力が５ｋＷ以下で

あること。 

（５）床暖房その他の温水端

末を設置するものである

こと。 

  

 

 

 



別表第２（第３条，第１６条関係） 

機器 耐用年数 

ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器 ６年 

潜熱回収型給湯器 ６年 

ガスエンジン給湯器 ６年 

 

別表第３（第４条，第５条関係） 

対象経費 補助金の額 

補助対象機器（太陽電池モ

ジュール，架台，インバー

タ，保護装置，接続箱，直

流側開閉器，交流側開閉

器，余剰電力販売用電力量

計及び配線・配線器具をい

う。）の購入，据付け及び

工事に要する経費 

対象システムを構成する太陽電池の最大出力（日本工業規格

(ＪＩＳ)又は国際電気標準会議(ＩＥＣ)その他の国際規格に

規定されている太陽電池モジュールの公称最大出力の合計を

いい，小数点以下２桁未満は切捨てとし，５キロワットを超

える場合は５キロワットを上限とする。）１キロワット当たり

７万円（左欄に規定する対象経費の額が１キロワット当たり

１４万円未満の場合は，１キロワット当たりの当該経費の額

に２分の１を乗じて得た額）として算出した額 

 



別表第４（第５条関係） 

工事の種別 控除額 

対象システム設置工事 １キロワット当たり７万円として算出した額

（この額が３５万円を超える場合は，３５万

円） 

断熱改修工事 ０円 

ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器設置工事 ４１，０００円 

潜熱回収型給湯器設置工事 １７，０００円 

ガスエンジン給湯器設置工事 ８６，０００円 

 



別表第５（第６条関係） 

省エネ改修工事 書類 

断熱改修工事 （１） 工事請負契約書その他の工事契約関係が確認できる書類及び

断熱改修工事に要する費用の内訳が確認できる書類の写し 

（２） 断熱改修工事で使用するサッシ及び断熱材の仕様が確認でき

るカタログ，仕様書等の写し 

（３） 断熱改修工事の対象や内容を示す図面 

（４） 断熱改修工事の対象となる部分の現況を示す写真 

（５） その他市長が必要と認める書類 

ＣＯ２冷媒ヒー

トポンプ給湯器

設置工事 

（１） 工事請負契約書その他の工事契約関係が確認できる書類及び

ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器設置工事に要する費用の内訳が確認で

きる書類の写し 

（２） ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器の仕様が確認できるカタログ，

仕様書等の写し 

（３） ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器を設置する予定の場所の現況を

示す写真（申請の日前２週間以内に撮影された写真に限る） 

（４） その他市長が必要と認める書類 

潜熱回収型給湯

器設置工事 

 

 

 

 

 

（１） 工事請負契約書その他の工事契約関係が確認できる書類及び

潜熱回収型給湯器設置工事に要する費用の内訳が確認できる書類の

写し 

（２） 潜熱回収型給湯器の仕様が確認できるカタログ，仕様書等の

写し 

（３） 潜熱回収型給湯器を設置する予定の場所の現況を示す写真（申

請の日前２週間以内に撮影された写真に限る） 



 （４） その他市長が必要と認める書類 

ガスエンジン給

湯器設置工事 

（１） 工事請負契約書その他の工事契約関係が確認できる書類及び

ガスエンジン給湯器設置工事に要する費用の内訳が確認できる書類

の写し 

（２） ガスエンジン給湯器の仕様が確認できるカタログ，仕様書等

の写し 

（３） ガスエンジン給湯器を設置する予定の場所の現況を示す写真

（申請の日前２週間以内に撮影された写真に限る） 

（４） その他市長が必要と認める書類 

 



別表第６（第１０条関係） 

省エネ改修工事 書類 

断熱改修工事 （１） 断熱改修工事に要した費用の領収書及び内訳書の写し 

（２） 断熱改修工事の施工内容が分かる写真 

（３） その他市長が必要と認めたもの 

ＣＯ２冷媒ヒー

トポンプ給湯器

設置工事 

（１） ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器設置工事に要した費用の領収書

及び内訳書の写し 

（２） ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器を設置した状況が分かる写真 

（３） その他市長が必要と認めたもの 

潜熱回収型給湯

器設置工事 

 

（１） 潜熱回収型給湯器設置工事に要した費用の領収書及び内訳書

の写し 

（２） 潜熱回収型給湯器を設置した状況が分かる写真 

（３） その他市長が必要と認めたもの 

ガスエンジン給

湯器設置工事 

（１） ガスエンジン給湯器設置工事に要した費用の領収書及び内訳

書の写し 

（２） ガスエンジン給湯器を設置した状況が分かる写真 

 （３） その他市長が必要と認めたもの 

 

 


